
 　最近発表された企業の正社員化

いすゞ
自動車

800人いる期間社員から
正社員に登用する制度を
導入、800人の派遣社員も
直接雇用に切り替えていく
方針

キヤノン

製造現場で12,000人に及
ぶ派遣契約を見直し、
6,000人を期間工として直
接雇用し、残りを業務請負
に置き換える方針。期間工
として直接雇用した労働者
の中から、試験を経て正社
員に採用する。

コマツ
09年3月までに派遣社員
750人を期間社員にする。

１
９
７
０
年
代
か
ら
８
０
年
代
前
半
に
生
ま
れ
た
、
い
わ
ゆ

る
団
塊
世
代
の
子
供
た
ち
は
、
就
職
氷
河
期
に
青
春
時
代
を
過

ご
し
、
「
失
わ
れ
た
世
代
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
企

業
が
リ
ス
ト
ラ
に
よ
っ
て
正
社
員
を
削
減
し
、
派
遣
な
ど
の
非

正
規
雇
用
し
か
就
職
の
道
が
な
か
っ
た
世
代
で
す
。
最
近
に
な

り
企
業
も
正
社
員
の
採
用
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
新
規
に
学
校
を
卒
業
し
た
新
入
社

員
で
、
こ
れ
ま
で
派
遣
で
働
い
て
き
た
人
た
ち
は
、
そ
の
ま
ま

に
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
失
わ
れ
た
世
代
」
の
雇
用
と
生
活
を
い

か
に
保
証
し
て
い
く
か
は
、
社
会
的
な
大
問
題
と
な
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。

今
年
か
ら
改
正
さ
れ
た
「
パ
ー
ト
法
」
で
は
、
正
社
員
と
同

等
の
パ
ー
ト
に
対
し
て
は
、
差
別
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た

す
べ
て
の
パ
ー
ト
を
対
象
に
「
正
社
員
へ
の
登
用
制
度
」
を
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
同
じ
こ
と
は
派
遣
社

員
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
正
社
員
と
の
差
別
の
禁
止
や
、

正
社
員
へ
の
登
用
制
度
を
要
求
し
、
正
社
員
化
の
流
れ
を
加
速

さ
せ
ま
し
ょ
う
。

社
会
の
矛
盾
を
ま
と
も
に
受
け
た
「
失
わ
れ
た
世
代
」
は
、

「
見
棄
て
ら
れ
た
世
代
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
企
業
の
言
い
な

り
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
自
分
た
ち
が
救
わ
れ
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
自
ら
の
力
で
社
会
の
あ
り
方
を
変
え
て
行
く
以
外
に

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
「
失
わ
れ
た
世
代
」
は
、
こ
れ
か
ら
の

社
会
を
作
っ
て
行
く
、
時
代
の
主
役
な
の
で
す
。
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日立関連労働者懇談会

〒108-0073 東京都港区三田3-2-20
（電機労働者懇談会気付）

TEL(03)3455-6006 FAX(03)3451-3595

日 立 懇

★ビラや情報をホームページで見られます。
ﾊﾟｿｺﾝ http://hitachikon.net

ｹｰﾀｲ http://hitachikon.net/i

★仕事、生活などの相談も受け付けます。
Eﾒｰﾙ info@hitachikon.net

TEL(携帯) 090-9121-0602(多田) ＱＲコードに
アクセス！

「失われた世代」

★もよりの連絡先
茨 城 029-273-2785 (舞良)
茨 城 090-8747-6239 (馬場)
東 京 090-3534-8626 (谷口)
神奈川 080-5060-7728 (中村)
静 岡 090-9121-0602 (多田)
愛 知 090-4253-1217 (成木)
大 阪 06-6939-2905 ( 森 )

派遣法を
労働者保護法に
現状の「派遣法」は企業保護法とも言われ

るほど、企業には都合よくできていますが、

労働者には不利な制度となっています。労働

法とは本来、社会的弱者である労働者を守る

ためのものです。「派遣法」を労働者保護法

に改めるための抜本的改正が必要です。

○派遣労働者保護法に抜本改正

○常用代替とせず臨時的・一時的業務に限定

○常用型派遣を基本とし、日雇い派遣禁止

○受け入れ期間の上限は１年

○違法行為などあれば直接雇用とみなす

○均等待遇の実現

○労働契約の中途解除を制限

○ピンはねを規制

○労基法を改正し、有期雇用を制限

なくそう貧困、止めよう憲法改悪

団
塊
世
代
の
子
供
た
ち

正
社
員
化
の
流
れ
を
加
速

社

会

を

変

え

て

行

こ

う

偽装請負告発の吉岡さん勝訴

大阪の松下プラズマディスプレイ茨木工場で働いて

いた吉岡力さん（33）が偽装請負を告発し、直接雇

用のあと5カ月間で解雇されたのは不当だと解雇撤

回を求めていた裁判の判決が４月２５日、大阪高等

裁判所でありました。判決は、一審判決をくつがえ

し吉岡さんの訴えを全面的に認めました。

判決は、松下の違法行為（偽装請負）を認め、請

負契約は無効だと指摘。吉岡さんを直接雇用後、配

置転換し一人作業を押し付けたことについて「報復

行為」と批判。雇い止めについても、契約は多数回

更新され仕事も継続しており「更新拒絶の濫用（ら

んよう）として許されない」と断定。事実上の常用

雇用の契約関係にあったと認めました。

が時代の主役



Ａ
Ｔ
Ｍ
事
業
統
合
で大
騒
ぎ

Ａ
Ｔ
Ｍ
製
造
の
事
業
統
合
（
新

会
社
設
立
）
で
社
内
は
大
騒
ぎ
。

会
社
発
展
の
た
め
に
と
我
慢
に
我

慢
を
重
ね
頑
張
っ
て
来
た
人
達
は
、

70
ｋ
ｍ
以
上
離
れ
た
愛
知
県
豊
川

市
に
住
ま
い
を
移
す
か
、
長
距
離

通
勤
す
る
か
、
自
主
退
職
す
る
か

の
選
択
を
迫
ら
れ
、
や
り
場
が
な

い
憤
り
と
不
安
で
一
杯
だ
。

事
業
統
合
は
Ｆ
Ｉ
Ｖ
の
赤
字
対

策
、
赤
字
の
付
け
を
従
業
員
に
押

し
付
け
る
リ
ス
ト
ラ
だ
、
と
関
係

者
か
ら
は
会
社
や
労
組
の
や
り
方

に
不
満
の
声
、
残
る
事
業
の
人
達

か
ら
も
、
次
は
俺
達
の
番
か
と
不

安
の
声
が
出
て
い
る
。

日
立
Ｉ
Ｅ
シ
ス
テ
ム

「
第
Ⅱ
期

植
林
活
動
」

参
加
者
募
集

Ｈ
Ｅ
Ｓ
で
は
、
「
当
社
は
『
豊

か
な
水
と
み
ど
り
の
地
球
を
未
来

の
こ
ど
も
た
ち
に
』
を
環
境
ス
ロ
ー

ガ
ン
と
し
て
、
地
球
温
暖
化
防
止

活
動
に
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ

て
お
り
ま
す
」
と
し
て
、
ス
ギ
１

本
の
Ｃ
Ｏ
2
吸
収
効
果
を
示
し
て
、

植
林
活
動
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

「
悠
々
の
森
林
」
と
命
名
し
、
昨

年
の
植
樹
祭
で
ひ
の
き
７
０
０
本
、

そ
の
他
５
５
０
０
本
、
今
年
の
植

樹
祭
で
ス
ギ
２
０
０
０
本
、
そ
の

他
１
０
０
０
０
本
を
植
林
し
ま
し

た
。花
粉
を
ま
き
散
ら
さ
な
い
、
改

良
し
た
ス
ギ
の
苗
木
を
県
に
お
願

い
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
が
、
本

数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

会
社
の
社
会
貢
献
活
動
の
一
つ
で

す
が
、
将
来
的
に
花
粉
症
の
被
害

を
拡
大
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
ア

フ
タ
ー
ケ
ア
に
も
配
慮
し
て
も
ら

い
た
い
も
の
で
す
。

Ｈ
Ｅ
Ｓ

株
主
だ
け
で
な
く

働
く
者
に
も
還
元
を

会
社
は
５
年
連
続
の
増
収
増
益

の
08
年
３
月
期
決
算
を
発
表
し
た
。

売
上
高
、
利
益
共
に
前
年
比
２
ケ

タ
を
超
え
る
増
率
で
あ
る
。

03
年
に
は
赤
字
決
算
で
も
な
い

の
に
高
コ
ス
ト
体
質
だ
と
し
て
賃

金
の
６
％
カ
ッ
ト
を
強
行
。
そ
の

３
年
後
に
半
分
は
戻
し
た
が
賃
金

水
準
を
３
％
ダ
ウ
ン
さ
せ
る
一
方
、

株
主
に
は
純
利
益
の
30
％
を
還
元

す
る
と
し
て
、
５
年
前
の
一
株
当

た
り
８
円
配
当
を
毎
年
増
額
。
今

期
は
45
円
に
。
来
期
は
48
円
を
予

定
。
（
日
立
は
今
期
９
円
と
発
表
）

職
場
で
は
夜
勤
、
残
業
と
必
死
に

ガ
ン
バ
ッ
て
き
た
我
々
に
も
利
益

の
３
割
程
度
の
成
果
還
元
金
が
あ
っ

て
も
の
声
が
。

日
立
工
機

も
っ
と
「
人
財
」
を

大
切
に
し
て
ほ
し
い

日
立
が
昨
年
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
Ｐ

Ｃ
の
開
発
・
生
産
を
停
止
し
た
後
、

４
月
か
ら
は
設
計
開
発
部
門
も
品

質
保
証
部
門
も
一
緒
に
さ
れ
て
、

品
質
保
証
部
に
所
属
し
て
、
コ
ン

シ
ュ
ー
マ
Ｐ
Ｃ
「
Ｐ
ｒ
ｉ
ｕ
ｓ
」

の
保
守
・
サ
ポ
ー
ト
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。

職
場
で
は
、
「
こ
れ
ま
で
は
、

新
機
種
の
仕
事
を
し
な
が
ら
、
既

存
機
種
の
保
守
・
サ
ポ
ー
ト
を
し

て
き
た
。
７
年
間
保
守
・
サ
ポ
ー

ト
を
担
当
す
る
の
は
よ
い
が
、
新

規
製
品
の
仕
事
も
一
緒
に
担
当
し

た
い
。
開
発
・
生
産
停
止
品
の
保

守
・
サ
ポ
ー
ト
だ
け
を
担
当
す
る

の
は
不
安
だ
」
と
の
声
が
当
初
か

ら
出
て
い
ま
し
た
が
、
会
社
は
未

だ
に
希
望
の
持
て
る
仕
事
を
提
示

し
て
い
ま
せ
ん
。
４
月
末
に
技
師

ク
ラ
ス
の
人
が
退
職
し
て
い
ま
す
。

や
る
気
の
あ
る
「
人
財
」
を
生
か

す
の
が
、
経
営
者
の
責
任
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

日
立
・
横
浜

「
強
力
な
モ
ノ
づ
く
り
」

復
活
な
る
か
？

08
年
度
の
Ｒ
Ｓ
Ｄ
事
業
部
の
方

針
で
は
、
「
業
務
の
効
率
向
上
」

を
目
標
に
、
Ｔ
Ｓ
Ｃ
Ｍ
推
進
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
遂
行
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
「
成
果
主

義
」
導
入
後
、
現
場
で
は
小
集
団

グ
ル
ー
プ
活
動
を
止
め
て
い
ま
し

た
が
、
「
強
力
な
モ
ノ
づ
く
り
」

目
指
し
て
、
再
び
考
案
改
善
提
案

表
彰
制
度
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。

会
社
は
個
人
の
成
果
を
重
視
し
て

き
た
結
果
、
現
場
で
も
「
成
果
主

義
」
が
少
し
ず
つ
ほ
こ
ろ
び
始
め

て
き
た
こ
と
を
認
識
し
て
き
た
の

で
し
ょ
う
か
？

日
立
・
Ｒ
Ｓ
Ｄ
事
業
部
（
小
田
原
）

● 散歩のススメ

私は散歩が好きです。天気の良い休日はよく近所を散歩しています。

散歩の魅力は、自転車だと見落としてしまうような道端に咲く草花に

季節の変化を感じたり、「近所にこんな場所があったんだ」というよう

な新しい発見をしたりするところです。

また、歩くことは運動にもなりますし、のんびりとした気持ちになる

ので健康にも良いです。

先日、繁華街から少し離れた静かな小道で、雰囲気の良い素敵な喫茶

店を見つけました。ちょっとしたことですが、得をしたような嬉しい気

持ちになりました。

予定がない日は家でゴロゴロしていることが多く、気がつく

と一日が終わっているという人には特に散歩をおすすめします。

いつもと少し違った気持ちで休日を過ごせると思いますよ♪

投
稿
歓
迎

（このコーナーへの投稿をお待ちしています。）

Eﾒｰﾙ info@hitachikon.net にどうぞ！！

「
名
ば
か
り
管
理
職
」
＆

「
名
ば
か
り
裁
量
労
働
」

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
店
長
は
管
理
職
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
裁
判

で
、
東
京
地
裁
の
「
店
長
は
管
理
職
に
は
あ
た
ら
な
い
」
の
判
断

が
大
き
な
波
紋
を
広
げ
て
い
ま
す
。
「
管
理
職
」
は
、
法
律
で

「
経
営
者
と
一
体
的
な
立
場
」
「
労
働
時
間
を
管
理
さ
れ
な
い
」

「
ふ
さ
わ
し
い
待
遇
」
の
３
つ
の
条
件
を
全
て
満
た
す
よ
う
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
し
た
「
名
ば
か
り
管
理
職
」
の
番
組
の
調
査
で

は
、
「
管
理
職
の
57
％
が
自
分
は
「
名
ば
か
り
管
理
職
」
と
思
う

と
答
え
て
い
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

残
業
代
節
減
目
的
の
「
名
ば
か
り
管
理
職
」
は
日
立
関
連
職
場

で
も
同
じ
で
す
。
さ
ら
に
日
立
で
問
題
な
の
は
、
裁
量
労
働
制
・

Ｈ
Ｉ
ワ
ー
ク
で
、
裁
量
権
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
人
に
ま
で
わ
ず

か
な
手
当
て
で
長
時
間
労
働

を
強
い
て
い
る
こ
と
で
す
。

Ｈ
Ｉ
ワ
ー
ク
も
「
名
ば
か
り

裁
量
労
働
」
で
す
。
企
業
間

の
競
争
を
理
由
に
、
働
く
者

に
負
担
だ
け
増
や
し
て
残
業

代
を
支
払
わ
な
い
処
遇
制
度

は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。


